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てます。 

 それから、やはりさまざまな市民の皆様の要

望とか意見を全く軽視してるような、全く市役

所に対して求めるんじゃなくて、何ができるん

だと、長井市に対してと。そういう意味で私は

申し上げてるんではなくて、あくまでもやっぱ

り自分たちの夢とかいろんな目的のために人間

は努力するわけですけども、そういったことを

私たちは応援しなきゃいけない、行政として。

それが基本でありますが、しかしそれを自分個

人個人の夢を行政がかなうように頑張れなんて

言われても、なかなかこれは難しい部分もある

と。できる部分もあるかもしれませんけども。

ですから、そういった意味で、いわゆる三助の

精神でお互い力合わせてやりましょうと。そう

いうふうにしていかないと、もう今の自治体、

市町村はもたないんだということを申し上げて

おります。 

 ですから、さまざまなご指摘はごもっともで

ありまして、特に行政の情報をどういうふうに

お知らせするかというのは、古くて一番新しい、

一番重要な課題でありますけども、そういった

ことについて行政側ももう少し違う視点から努

力しなきゃいけないと思います。 

○町田義昭議長 11番、大沼 久議員。 

○１１番 大沼 久議員 やはり謙虚にあらねば

ならないという行政の基本精神は貫かなきゃな

らないと思うんです。とりわけそこに所属する

委員さえもなかなか納得できない計画が進んで

るという、そういうことのないようにひとつや

っていただきたいということを思いますし、行

政に何ができるかを問うているんではなくて、

結局、今、各地区長さん方も地域課題をまとめ

ていろいろ優先順位をつけたり、そういう要望

が最近ほとんどだと思う。 

 そうなったときに、それに対して一々具体的

にやっぱり行政の方の説明というのが今欠けて

るんではないかと。地区長さんのところでみん

なとまってて、一般の皆さんにいかにそれが伝

わるかということを少し考えてほしいと。言っ

てることわかんないと思いますけども、あんま

り余計なこと言うと大変ですので、わかりやす

くとにかく説明する基本姿勢をとってほしい。

要望いたしまして、終わります。 

○町田義昭議長 申し上げます。15番、鈴木武次

議員が出席されました。 
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○町田義昭議長 次に、順位６番、議席番号10番、

髙橋孝夫議員。 

  （10番髙橋孝夫議員登壇） 

○１０番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上を願いながら一般質問

を行います。 

 通告をしている２点について質問申し上げま

すので、明確な答弁をいただきますようにお願

いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、施政方針についてです。 

 第１点目は、組織機構の見直しの考え方につ

いて伺います。 

 商工観光課を商工振興課と観光振興課に二分

し、建設課からまち・住まい整備室を分離させ、

福祉事務所を福祉生活あんしん課と子育て支援

課に分けて、それぞれの課長に福祉事務所長を

兼務をさせるという組織機構の見直しの提案が

なされています。 

 組織は生き物ということから、住民生活の向

上に向けた体制整備は必要と考えていますが、

これまでの経過も含め整理しておきたいと考え

ております３点について、市長と総務課長に伺

います。 

 １つは、統合なのか分散なのか不明確ではと

いう点について、市長の見解を伺います。 
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 私は、これまでの長井市という行政組織の変

遷を見てまいりました。オーソドックスな行政

組織が大課制となって、主幹が導入をされたこ

と、その後、部制がしかれたこと、そして課題

ごとに課が新設をされてきたこと、それが今度

は一転、課は統合され始めてきたこと、そして、

内谷市長になってからは、一昨年に上下水道課

として上水道事業と公共下水道事業、農業集落

排水事業が一体で展開され始めました。しかし、

昨年からは課の新設が始まり、平成23年度では

一気に５つの課が新設をされるということにな

ります。 

 この間の流れは、統合という傾向にあったと

思いますが、この２年では逆に分散というか拡

散という傾向にあると感じます。 

 22年度は教育委員会の文化生産学習課の改編

があり、23年度は商工観光課と福祉事務所、そ

して建設課の分離や部門改編ということになる

ようですが、なかなか意図するところが理解で

きませんし、来年度以降どうなっていくのか見

えない状態にあります。 

 私は、今後の組織機構の方向性を転換をして

いくということであれば、当然にして長井市の

行政組織をどのように構想されておられるのか

をまず明らかにすること、これが大切なことと

考えます。市長の考えておられる市の行政組織

機構構想をぜひお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 あわせて、来年度以降もこういった課の新設

を構想されているのかどうかもお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 ２つは、１課１係は疑間について伺います。 

 今回の観光振興課新設では、１課１係制とな

るようです。23課のうち係が１つだけというの

は観光振興課だけということになります。私は

これまで複数の係を束ねた組織が課という考え

方を持っておりましたし、基本的にこの考えは

正しいと思っています。その感覚からいえば、

このたびの観光振興課の新設はなかなか理解で

きません。課ということになれば、当然にして

課長がおり、課長を補佐する職員が存在し、係

長あるいは課員が配置をされるものと考えます。

ただでさえ少ない職員数の中で、課を新設する

ということになれば、課としての体制を整える

職員数が必要となるということになり、そうい

った新たな需要にすぐに対処できるほどの余裕

はないと私は感じます。なぜ係が１つであって

も課にしていく必要があるか疑間を感じます。 

 ３月４日の一般質問で、市長は、商工観光課

に対する行政需要がふえ、１人の管理職では対

応がしがたい。観光振興計画づくりが大切であ

り、観光の産業化、周年化を目指すための第一

歩を踏み出していきたいと答弁をされました。

私もこのことは大事なことと感じましたが、だ

から新たな課を新設をするということが現状の

組織実態に合うかどうかという課題は、整理を

する必要があると私は感じます。その意味で、

市長はどう整理をされてこられたのか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 ３つ目は、管理職ポストの拡大となることの

整理について、市長と総務課長に伺います。 

 ２月26日の予算内示会で、市長は、現在の管

理職数の範囲でという答弁をされたと記憶をし

ますが、私にはなかなか理解ができませんでし

た。そこで、再度考え方をお聞かせをいただき

たいと思います。 

 まず、総務課長に伺います。 

 現時点での管理職数について、課長、主幹別

に人数をお聞かせいただきたいと思いますし、

あわせて、22年度未で退職される管理職の数に

ついてもお聞かせをいただきたいと思います。 

 市長に伺います。 

 長井市の行政組織上、職員に占める管理職数

の割合が高いことは、この間ご案内のとおりで

す。50歳代以上の職員数が半数を占めるという

組織事情があるといっても、これは容認できる
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ことではないと考えますし、少なくてもこれ以

上拡大することにはならないと考えます。主幹

も含めた管理職数を今後どのようにしていこう

と考えておられるのか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 私はこの間、主幹はなくすべきではないかと

申し上げてまいりました。しかし、新たに課を

新設していくことで主幹を減らしていくという

ことであれば、課題は全く解決をしませんし、

逆に、課長のポストを恒常的にふやすことにつ

ながってしまい、管理職の割合を定着してしま

いかねません。 

 ２月16日に平成32年度までの定員適正化計画

が示されました。10年間の年度ごとの定員計画

でいえば、例えば３年後や５年度、10年後は管

理職の数を何名にするのか、あるいは職員数に

占める割合を何％とするのかという計画もあわ

せて示していただければ、わかりやすいものと

なると思いますが、いかがでしょうか。市長の

考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

 第２点目は、家庭児童相談員の設置の考え方

について、通告をさせていただきましたが、時

間の都合上、ここについては省略をさせていた

だきたいと思います。 

 通告の第３点目は、住宅新築・増改築補助事

業の考え方について、市長と建設課長に伺いま

す。 

 施政方針で触れているように、持ち家住宅の

建設を促進し、住環境の整備・改善を図ること

により、定住人口の拡大が期待でき、さらに不

況期に当たって地元関連業界に対する需要を喚

起し、消費拡大による景気浮揚を図りたいとす

る考え方は、賛成です。 

新たな補助制度となるわけで、使い勝手のよい

内容としていくことが必要と考えます。 

 そこでまず、建設課長に何います。 

 この補助金の資料によりますと、補助要件で、

同じ年度内に住宅に関するほかの長井市からの

補助金を受領したことがない者と規定し、同時

に、年度をまたぐ工事は対象としないと規定を

しています。他の補助金を受領したことがない

者という規定は、具体的にはどういう場合を想

定をしているのでしょうか。増改築などの場合

は、トイレやおふろ、そして台所を含む水回り

の改修等が考えられるわけですが、その際、長

井市では公共下水道や農業集落排水事業、そし

て浄化槽事業でも水洗便所改造資金融資あっせ

ん制度がありますし、浄化槽事業の場合は放流

ポンプ等設置工事費補助事業があります。介護

保険でも、最高額20万円までの補助金が受けら

れる制度があります。これらの補助制度を一括

して受けながら工事をする、このことができれ

ば負担軽減が図られるわけですが、実際はどう

なるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと

思います。 

 市長に伺います。 

 １つは、年度をまたぐ事業は該当させないと

いう規定は現実的ではないと私は考えます。同

居家族などの事情から、時期を待たないで工事

しなければならない事態も想定をされますし、

何よりここ３年間では市の事業なども年度をま

たぐ事業がメジロ押しという事態を見れば、年

度で制限をするということにはならないと考え

ます。柔軟に対応すべき課題と考えますが、ど

うでしょうか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 ２つは、補助対象工事費の範囲についてです。 

 資料によりますと、１件当たり50万円以上の

工事を対象とするということになっていますが、

これでは比較的大がかりな工事となってしまう

のではないかと感じます。例えば、畳の表替え

や戸や窓の改修、修理などの50万円以下の工事

でも対象とし、その際の補助金は１割にしてい

くという考え方も大事ではないでしょうか。も

っと身近に補助制度を活用できるように研究さ

れてはいかがでしょうか。考え方をお聞かせを
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いただきたいと思います。 

 ３つは、高齢者などの世帯で、トイレの改修

などの必要性を切実に感じていながらも、実際

はおふろや台所などとの一体改修でなければ公

共下水道事業や浄化槽事業に入ることができな

いこと、その際、まとまったお金を工面するこ

とができずに、結局は改修をあきらめなければ

ならないという世帯に対する補助などの新制度

を研究していく時期にあるのではないかと私は

感じています。 

 下水道事業でも浄化槽事業でも融資あっせん

制度と利子補給制度を備えていますが、現実的

には高齢者世帯に資金を融資する金融機関は皆

無です。しかし、最も切実にそれらの改修を望

んでいる世帯でもあるわけです。金融機関と市

で共同して研究をしていくことはできないでし

ょうか。少なくても土地つきの持ち家というこ

とと間に金融機関と対象者との間に市が入るこ

とで融資につなげる研究は必要と考えますが、

いかがでしょうか。市長の見解を伺いたいと思

います。 

 通告の第４点目は、敬老祝賀事業とはについ

てです。 

 施政方針では、長年にわたり社会に貢献して

こられたこれらの高齢者の方々にお祝い品を支

給するとともに、敬老会開催などを実施する地

区などに補助金を支出することにより、市民の

皆さんの長寿をお祝いしますと触れ、新年度予

算では、敬老祝賀お祝い品分１人500円分で248

万1,000円、敬老祝事業補助金として１人1,000

円当たりで491万9,000円が計上をされています。

私は、この２つの事業と補助金について、なか

なか理解ができません。 

 そこで、福祉事務所長に伺います。 

 支給対象として、敬老祝賀お祝い品は76歳以

上の敬老者全員が対象であり、敬老祝事業補助

金は、敬老会を開催する地区内の敬老者が対象

ということなのかどうか、まず明らかにしてい

ただきたいと思います。 

 同時に私は、敬老会開催などを実施する地区

などに補助金を支出するということは、具体的

にどういうことなのか。敬老会開催などという

のは、どういうことを想定をしているのか。地

区などというのは、市内の自治組織以外にも該

当するものがあるのか、それは具体的にはどの

ような組織なのか。補助金交付要綱などがあれ

ば、示して明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 私は、敬老会開催などの事業を実施する地区

への補助金となれば、住んでいる地区によって

該当したり該当しなかったりするような内容の

ものであってはならないと考えますし、同時に、

住民組織である各地区で新たにこの対応につい

て悩みを抱えていくことになりはしないか、そ

して補助金である以上、成果報告書が求められ

るという新たな負担がふえてくるのではないか

と心配をしています。 

 ３月４日の一般質問で、市長は、地区長連合

会から現実的に78地区で実施をしているところ

に支援してほしいという要望を受けて考えたも

のという答弁がありました。しかし、なかなか

納得できません。今月中には市内の多くの自治

組織で総会が開催をされますし、この取り扱い

をどうしていくのについて議論が分かれるとい

う地区も出てくるのではないかと感じます。 

 従来のように、敬老者全員分を各地区に交付

をしていくという方法として、その際、既存の

祝い品の支給分もあわせて再検討することが私

は大事なことと思いますが、いかがでしょうか。

市長の見解を伺います。 

 質問の第２は、清水保育園とはなぞの保育園

の合築計画についてです。 

 私は、昨年12月定例会でも質問をさせていた

だいておりますから、項目に沿って簡潔に伺い

たいと思います。 

 第１点目は、合築でなければならないのかに
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ついて、福祉事務所長に伺います。 

 一昨年に策定をした長井市保育計画以降、清

水保育園とはなぞの保育園の合築計画というふ

うにされ、触れられています。この合築構想は、

福社事務所で構想されたものかどうか、あるい

は行財政改革などの考え方なのか、あるいは移

管先の考え方なのか、まず明らかにしていただ

きたいと思います。 

 その際、合築で何がメリットと考えられたの

かもお示しをいただきたいと思います。 

 また、保育単価などからいえば、合築をした

場合とそれぞれの単独で施設整備を行った場合

ではどうなるのかについてもお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 第２点目は、定員数の変更はなぜかについて、

福祉事務所長に伺います。 

 申し上げました保育計画では120名定員とし、

昨年12月に示された資料では150名とその定員

が変更され、今回の説明ではまた120名の定員

数とされています。説明のたびに定員数が変わ

ることへの説明はこの間なされているのでしょ

うか。 

 厚生常任委員会協議会に示された資料を見て

も、理解できるような説明はないと思われます。

経過も含めてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 第３点目は、園舎はなぜ２階建てなのかにつ

いて、福祉事務所長に伺います。 

 厚生常任委員会協議会の資料では、園舎は２

階建てとし、２階部分には年長児の保育室を設

置するというものでした。しかし、３月４日の

一般質問での答弁は、社会福祉協議会の３月３

日の理事会で、２階には保育室はないという決

定をしたということでありました。 

 それでは、この間、議会に示した資科の中の

平面図などは一体何だったのでしょうか。一連

の資料は、だれか個人の考え方を出したという

ことになるのでしょうか。内容が変わったので

あれば、なぜ変わったのか、今後どうなるのか

などの説明をきちんとしていくことが必要だと

考えますが、いかがでしょうか。 

 社会福祉協議会での決定ということであれば、

市との協議をやり直していく必要もあるのでは

ないかと私は感じます。市としては、こんなに

計画がころころ変わるという事態をどう考えて

おられるのでしょうか。福祉事務所長からは、

計画変更の説明をいただきたいし、市長からは

たび重なる変更などを見て、どう考えておられ

るのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 第４点目は、建設予定地に問題があるのでは

ないかについてと第５点目についてあわせて市

長に伺います。 

 私は、申し上げました園児の定員数の変更や

園舎を２階建てにするといった考え方に至つた

のは、十分な敷地面積などを持った建設予定地

ではないことに起因をするのではないかと感じ

ています。 

 さきの一般質問での福祉事務所長答弁にあっ

た土地選定の理由では私は納得できませんでし

たし、市長が答弁をされた水道事業との関係を

含む４点の理由についても、理解は進まないと

感じたところです。特に私は、市の保有地とす

る考え方と、水道事業展開上の課題には理解が

できません。仮に、水道事業の関連で浄水場の

跡地を市が買うことにしても、それは土地の性

質上、施設などを建てるということではなく、

この間、再三当局がこだわって繰り返して言わ

れてきた都市公園、緑地として活用を図るべき

性質の土地だと私は考えます。 

 その上で私は、平家建ての園舎と子供たちが

伸び伸びと安心して遊ぶことができる屋外遊戯

場が十分に確保され、同時に職員の駐車場や行

事などでの父兄の駐車揚、そして何よりも朝夕

の車での園児の送迎が支障なくできる用地の確

保こそ大切なことと考えます。このたびの建設

以降は、長井市にとっては今後30年から50年間
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にわたって保育所建設はないであろうと思いま

す。だとすれば、数少ない市の保有地にこだわ

る余り、将来に悔いが残るようなことがあって

はならないと私は思います。 

 確かに財政上の負担はありますが、子供たち

にとってよいものをつくるのであり、子供心に

あの保育園に入りたいと思うような施設をつく

っていくことは必要なことと考えますし、市民

の理解も十分得られるものと私は考えます。発

想を変えて再考することこそ、将来にわたって

のまちづくりには大切なことと考えますが、い

かがでしょうか。市長の決断をお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋孝夫議員のご質問にお答え

いたします。 

 議員の方からは、大きくは８項目、私の答弁

は多分15から20ぐらいお答えしなきゃいけない

んだと思うんですが、ちょっと内容がよくわか

らない部分もありましたので、答弁漏れがござ

いましたらご指摘いただきたいと思います。あ

と時間もないので、できるだけ手短にお話しし

なきゃいけないというふうに思いますが、ただ、

やっぱり趣旨を、髙橋孝夫議員のご質問の内容

は、どういう考えなんだということを言えとい

うことでございますので、どうしても長くなり

ます。しかし、質問項目が多いもんですから、

その辺は言葉足らずの部分があるかと思います

が、まず最初におわびといいますか、お願いし

ておきたいというふうに思います。 

 まず最初に、１点目の組織機構の見直しで、

統合なのか分散なのかということなんですが、

これはどちらもあるわけです。分散の方向にし

てるから皆全部分散するとか、統合の方向に行

ってるから全部統合するとか、そういった画一

的な考え方は私は全くしておりません。一つの

市役所も経営体というふうに考えた場合に、ど

ういった課題があるかということをまず考えて、

申し上げますと、まず第１点目は、市民のご要

望とかあるいはいろんなご意見をしっかりとお

受けして、そして時代のニーズ、それから市民

の皆様のそういったご要望にこたえられるよう

な組織にしていかなきゃいけないというのはま

ず大前提でございます。これが１点目。 

 あと第２点目としては、市の職員、随分もう

３割も減らしてきたわけですね。そういった中

では、今まで10人でしたところを７人でしなき

ゃいけないと。ですから、一人一人の負担多く

なります。そういった意味では、職員の能力を

どういうふうにして最大限発揮できるかという

組織。 

 あと３点目は、例えば私ども特別職に届かな

い情報ってたくさんあるんですね。これは意識

してといいますか、制度上届ける必要がないの

かもしれませんが、しかし、私のところにはい

ろんな皆様から要望とか意見をいただく、私は

わからないというのはたくさんあるんです。聞

いてない。これではだめだろうということがあ

るわけですね。これは私と副市長、それから教

育長、この我々特別職がしっかりと責任を担っ

ていく、そういう組織でなければならないだろ

うというふうに思ってます。 

 あと４点目が、この市役所も築55年ぐらいに

なるわけですけども、とにかく分散し過ぎてる

んですね。本庁にあるところと、それから第２

庁舎、そして教育委員会は清水町、そして上下

水道課は平山と分かれ過ぎてると。ですから、

本来であればもうちょっと役所に全部、本庁舎

に入ってれば、また違った組織にできるのかも

しれません。かつて試みようとした市民課のワ

ンストップサービスなども、結局庁舎の制約が

あってできなかったりとか、そういったことが

あったんですね。 

 そういったことを前提にしながら、例えば上
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下水道課は、私は非常に効率的になったと思い

ます。しかし、合併浄化槽の方だけ建設課に置

いときました。これはそのときの理由があった

んですね、そのときの。いわゆる補助事業とか

で事務費とかそういったものがなかなか流動的

に使える場合とか、あるいは上下水道課の中に

合併浄化槽の人たちが入っていくと入り切れな

いとか、そういう物理的な制約もあったという

ことをご理解いただきたいと思います。 

 しかし、上下水道課は一つにしたことによっ

て、デメリットももちろんあるとは思いますが、

メリットがたくさん私はあるというふうに思っ

てます。 

 あと、例えば生涯スポーツ課なんですが、こ

れは文化生涯学習課の中にあったんですが、髙

橋議員もご承知のとおり、スポーツ主幹という

のは学習プラザにあったんですね。ですから、

同じ課が分かれるわけですよ。これはおかしい

だろうと。そして、スポーツの振興というのは、

大沼 久議員の質問でお答えしましたが、非常

に重要な部分だと、これからも、今までも、も

ちろんですが。そういった意味で、そこを独立

させることによって、大分職員の意識が変わる。

あと、市民もわかりやすい。あと、一々決裁を

車に乗ってもらいに行くと、課長のですよ。そ

れはおかしいだろうということなんですよ。 

 一方で、今回は５つの課を新設するという、

髙橋議員からのお話ですけども、３つの課と所

を６つの課にするんですね。ですから、３つで

すよ、ふえるのは。例えば、福祉事務所につい

ては、法律でいろんなことがあって、結局、決

裁権というのは絶大なものがあります。私が知

らないのはいっぱいあるんですね。私から見れ

ば、ブラックボックスみたいになってしまいが

ちだと。これを反省しなきゃいけない。もっと

自分も勉強しなきゃいけない。しかし、決裁を

私までしなくても、全部できる部分がたくさん

あったんです。 

 子育て支援の部分は、室を設けたというのは、

少なくとも保育計画とか、そういったところで

やっぱり我々も責任を負わなきゃいけないわけ

ですから、しっかりと市民からいただいてる要

望を市政に反映させるために室を設けたりして

きたんですが、あと一方で、長寿の方とか、援

護の方なんかもいろんな課題がありまして、そ

ういったところをもう少し市民にもわかりやす

く、あと私どもの責任をきちんととれるような、

意見も反映できるような、そういったものにし

たいということです。 

 それから、観光振興課については、４日の一

般質問でもいろいろお話ししましたが、一つの

係で一つの課というのはおかしいんじゃないか

という話ありましたが、これは実は２つぐらい

にしたいというふうには思ってるんですよ。し

かし、今のところ、残念ながら職員をそんなに

ふやせないと。ふやしても１人だろうと。管理

職の部分だけですよ。課長級だけですよ。あと

は補佐以下は一緒です。 

 そうすると、その２つの課にするというのは、

じゃあしなくてもいいんじゃないかということ

になるんでしょうけども、そうじゃなくて、例

えば観光の交流の部分と観光の物産の部分とあ

るんですね。これは明らかに違います、扱うこ

とが。例えば交流の部分でしたら、どのように

してお客様を集めるか。当然物産ともかかわっ

てきますよ、もちろん。食とかあるいは特産品

とか、そういったことはあるわけですけども、

例えばニューツーリズムという時代のいろんな

流れがあって、健康であったり農業であったり、

あるいは地域の生活とか文化に親しむ、そうい

ったものがあったりとか、そういったジャンル

の部分と、それから一方で、Ｂ級グルメって全

国的に話題になってますように、あれ一つうま

く成功すれば、一点突破できる部分あるわけで

すよ。でも、そこはそこでやっぱり物産の方と

絡めないといけない。 
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 あと、例えばほかのＢ級グルメで成功してる

事例がどうなのかも分析しなきゃいけないです

けども、例えば甲府だったら甲府で、あの鳥の

煮込みですよね。それで、甲府にいっぱいお客

さん、何十万人、何百万人っていらっしゃるわ

けですね。それだけで。そうすると、そのとき

に、じゃあ特産品があるかと。特産品、多分あ

るんでしょうけども、そういったことなんかも

含めて、どういうふうにして戦略を描いてんの

かというところが、残念ながら今の商工観光課

の中ではそういったことを私も話す機会ありま

せんでした、職員と。課長とはある程度話でき

るんですが、課長が職員とどういうふうに話し

てるかわからない。 

 ですから、特に力を入れたい部分については、

私も責任とらなきゃいけないわけですから、自

分の意思は、自分の意見、アイデアは生かした

いと思うのは当然でございまして、そういった

意味で、組織と人っていうのは非常に柔軟に考

えるべきだろうというふうに思ってます。 

 あと、例えば定員適正化等、今後、将来どう

いうふうに課とか組織をしようとしてるのかと。

５年、10年の計画があるのかということであり

ますけども、これは組織っていうのは計画を立

てても余り意味がないだろうというふうに思っ

てます。例えば来年とか再来年あたりで必要だ

なと思ってる部分はあります。市民と触れ合う

部分の市民課とか健康課とか。今、福祉はああ

いう形したわけですから、その部分がもう少し

制約があるんですけども、さっき言いましたよ

うに、ワンストップサービスをしようと試みた

わけですね。あと、そのときに同時に、夜はな

かなか大変でしょうけども、月１回とか、ある

いは土日も月１回ぐらいあけて、なかなか役所

に来れない人のためのそういうサービスを実施

したいとか、いろいろ考えました。 

 そういったことで、これから市民課とか健康

課あたり、特に重要な部分でありますので、市

民相談センターもそうですけども、その辺をど

うするかというのは、もう少しやっぱり場所の

制約と人の制約ですね、この中で考えていかな

きゃいけないだろうと思っております。 

 ですから、例えばかつて部制をしいてたわけ

ですよね。部制をしくとき、10年後、組織をこ

うしようということでしいたはずではないと私

は理解してます。少なくとも当面、３年、５年

ぐらいのスパンの中で、こういうふうな組織が

望ましいだろうという中でやってきたんだと思

ってます。やっぱり組織と人というのは固定的

にとらえてはだめだと。法律ももちろんです。

法律もそのときそのときの状況とか時代の要請

に合わないものは変えていく必要があるわけで

すから、法律さえ。ですから、組織はもっと柔

軟に考えるべきだと。しかし、毎年ころころ変

わって、市民が理解できないような、あるいは

混乱するようなことがあってはならないし、サ

ービスの低下にならないように、そのところは

心がけていきたいと思ってます。 

 それから、済みません、急ぎます。管理職ポ

ストの拡大ということですが、主幹制度につい

ては、いろいろ批判いただいております。主幹

制度というのは昔からあったわけですが、私が

前の市長からかわって変えたことというのは、

最初の年だけはいたし方なかった部分って反省

してますが、いわゆる管理職が一定の年齢にな

ると主幹に格下げみたいな、そういうことがあ

りました。それは私が就任して間もなくの年は

やってしまいましたが、その次の年から反省し

て、それはだめだということで、そういった形

で主幹は考えておりません。 

 あと、主幹をふやしたのは、私は大分ふやし

ました。これはこの間、４日のときも申し上げ

ましたように、組織と年齢構成とそれから抜て

きの人事はこれはある程度必要だと思いますが、

余り抜てきし過ぎますと、公務員の私の考え方

ですよ。やっぱり限られた世界の中で、どちら
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かというと閉鎖された世界の中で、法律に守ら

れてる地位があるわけですから、その中ではあ

る程度年功も考えざるを得ない部分があるだろ

うと。例えば民間でしたら、ふてくされて仕事

しなかったら、給与は下がるし、解雇されるこ

ともあるかもしれません。 

 しかし、公務員の場合は、こういう言い方は

語弊あるかもしれませんが、そういうことは余

り例がないわけですね。格下げもできないんで

すよ。本人から申請しない限り、一たん課長に

なった職の人は、課長しかないんですよ。だか

ら、そこのところを私は主幹という形で、弊害

を取り残さざるを得なかったと。私は、これは

考え方なんでしょうけども、主幹という形であ

る程度、課長と主幹一体となった管理職の中で、

組織をうまく機能させたということは、例とし

て私はあったと思ってます。 

 ですから、主幹をふやしたことは全く後悔し

ておりませんし、実はもっとしたかったと。だ

けどこれ以上はできないなということで、有能

な能力がある方が残念ながらご本人をやはり管

理職にすることができなかったという、非常に

反省もしてる部分ありますので、ただし、今回

の場合は、主幹はふやさなくて、主幹の中から

課長と同じ管理職の中で、そういった形でして

いこうと。 

 ちなみに、ことし退職される、３月31日で管

理職は１名でございます。ただ、来年、再来年

以降は、そしてピークが５年後ぐらいになりま

すと、７名、８名という管理職が退職されると。

一方で、その年齢に、能力としてあるんだけど

も、管理職にできないという人材もたくさんい

ますんで、そういった人たちには計画的にこれ

はやっていかなきゃいけないと。それはなぜか

というと、今の50歳代前半とか40歳代後半とい

うのは非常に職員が少ないんですね。ですから、

当然もっと女性の管理職も登用できるだろうし、

そんなことで考えてます。済みません、時間が

ありませんので急ぎます。 

 それから、住宅新築・増改築補助事業の考え

方については、髙橋議員がおっしゃるのはよく

理解できます。私も一番最後に置賜の中では長

井市が実施するわけですから、ほかのところを

よくよく研究して、一番いい制度にしようと。

ですから、25万円の金額が少ないというお話あ

りましたけども、実は一番いいんですね、５％

で25万円というのは。それと県と一緒に併用で

きますから、最高で45万円というのは長井だけ

なんです。それと同時に、やっぱり年度をまた

ぐやつとか、そういったところはぜひ研究して、

目的はばらまきじゃないんですね。 

 結局、そういうふうにして、何かきっかけあ

ったらやろうという市民の皆様への応援とそれ

から建築建設業界の皆さんの、仕事がなくて大

変ですから、そうした方たちの応援と、同時に

人口３万人に寄与できる事業ということで、こ

れは臨機応変に考えていきたいと思ってますん

で、よろしくご理解お願いします。 

 それと、敬老祝賀事業については、これは何

度も申し上げておりますので、ぜひご理解いた

だきたいのは、各地区に全部分配するというん

じゃなくて、あくまでも地区次第だと。こうい

う言い方はちょっと語弊があるかもしれません

けども、やはり地区でしたくないというところ

もあるかもしれません。そういったところにつ

いては、無理やり強制するんじゃない。あくま

でも気持ちでありますから、高齢者を敬う、そ

のために市としては、地区がやるんでしたら支

援しますよということでありますので、現在の

考え方で行っていきたいと思います。済みませ

ん、言葉足らずですが。 

 それからあと、清水保育園、はなぞの保育園

の合築計画でございますが、土地については、

最初から清水町の浄配水場ありきというのは、

全くそういったことはございません。私として

も、できればもう少し広い土地でないかなと。
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でも、いろんな制約があってできないと。 

 一方で、じゃあ民地を購入してやったらどう

だということについては、やはりある程度、中

央地区、しかも線路から西をぜひ考えるべきだ

ろうといった場合に、いい土地はどうしても高

額になってしまうと。それはもうＴＡＳの底地

買ったんだから、そんなのはもう１億円でも２

億円でもいいんじゃないかという議論もあるか

もしれませんが、しかし、結果として市の土地

の中から有効活用していこうと。市の土地もい

っぱいあるんですね、実は。それを売りたいん

ですけども、なかなか売ることができない。加

工しないと売れないですね。 

 そんな中で、一番いいのが清水町ということ

なもんですから、それがいろんな意味で市にと

ってはいいなと。でも、子供たちにとってだめ

だったら、これは市の都合だけでやるのはだめ

な悪い判断ですけども、必ずしもそうじゃない

なというふうに思いましたし、清水町自体も大

歓迎でありますので、そういった意味でご理解

を賜りたいと思います。 

 たくさん質問項目ありますが、最後に、計画

がいろいろ変わったりしておりますが、やはり

大きくは民間の学校法人が保育園をしたいとい

う意向が、ことしになってから１月末ぐらいに

出てきたと。ですから、最初は120人というこ

とだったんですね。社会福祉協議会がはなぞの

と統合したとき120人。でも、今の経済社会情

勢からいったら、恐らく保育園の入園を希望さ

れる保護者がふえるはずだから、待機児童を絶

対つくっちゃだめなんだから150にすべきだっ

ていうふうに私は申し上げて、社会福祉協議会

でもじゃあ150名でいこうと。最初は120だった

んですよ。150ということでなりました。 

 その後、民間の計画が出てきたと。同時に、

例えば清水町の保育園について、あそこをうま

く活用して、民間の人たちがＮＰＯとか地区で

学童保育も考えているんだということもあった

もんですから、だとしたら民間の保育園はどう

なるかわからないので、まず120でやって、清

水町を残して、そこで待機児童の受け皿にしよ

うと。やがて民間がふえて、清水町のところが

利用する必要ないという状況になったら、今度

は学童クラブで活用できるんじゃないかという

ことから今回やったわけでして、私どもの方で

計画が120になったり150になったりころころ変

えたわけじゃないということは、結果としては

そういうふうに見えるかもしれませんけれども、

真剣に検討した結果、そういうふうになったん

だというふうに思っておりますので、なお、髙

橋議員からもお話ありました、一番いいのは、

幸町のああいったところでやりたいと。しかし、

あそこの土地はまだ売れる状況ではないですし、

あと建物が建っておりますので、それを更地に

するということであれば、やっぱり２年、３年

は見なきゃいけない。そうすると、今のはなぞ

のと清水町の保育園については非常に老朽化が

著しくて、ぜひ23年度にという要望であります

ので、それにこたえて今回こういった決定をし

たということでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。以上でございます。 

○町田義昭議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 管理職の人数についてお答

えいたします。 

 現在の管理職の数でございますが、課長が置

賜広域病院組合派遣の課長２名並びに西置賜行

政組合派遣課長３名、これら５名、合わせまし

て28名でございます。主幹は13名でございます。

今年度末退職の管理職につきましては、先ほど

市長答弁のとおりでございます。以上です。 

○町田義昭議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。 

 他の補助金を受領したことがない者との見解

でございますが、ご質問の要件の一つに、同じ

年度内に住宅に関するほかの長井市からの補助

金を受領したことがない者として要件を規定し
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ております。具体的には、同じ年度内に、今制

度化しようとする補助金を受領した方について

は該当しません。２回目は該当しないというこ

とです。 

 もう一つは、介護保険住宅改修費用の支給を

受領した方についても、今回の要件の補助金を

受領したことになります。 

 また、浄化槽整備事業における放流ポンプ設

置工事補助金につきましては、浄化槽から放流

するための設備でありますので、このたびの補

助金については居宅部分を範囲としております

ので、住宅に関する補助金の受領には該当しま

せん。 

 なお、水洗便所改造資金などのあっせんにつ

きましては、銀行の融資でありますから、補助

金とは区別しております。以上です。 

○町田義昭議長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 髙橋議員のご質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、敬老祝賀事業とはというところでござ

いますが、敬老祝事業の補助金は地区内の敬老

者に対象かということでございます。そのとお

りというふうに考えております。地区または地

区公民館等が実施する敬老祝事業に参加した、

数え76歳以上の高齢者が補助対象だということ

で考えております。 

 敬老会開催などとはどのようなことを想定し

てるのかでございますが、各地区あるいは公民

館などが実施する敬老祝事業として、高齢者を

公民館に招待をして、芸能やあるいは会食など

でおもてなしをする事業のみならず、赤飯、紅

白まんじゅう、酒あるいは商品券などを配布、

贈呈をする事業も含むというふうに考えてると

ころでございます。 

 また、地区などというのは、市内の自治組織

以外のものも該当かということでございますが、

地区などの「等」で考えてるのは、平野地区全

体のような大字単位の地区あるいは区というこ

とを想定してるところでございます。 

 それから、補助金である以上、成果報告書が

求められるかということでございますが、補助

金でございます。補助金の交付は長井市補助金

等交付規則の規定によりまして、事業計画書と

収支予算書を添えて申請をしていただき、審査

して交付決定、そして実績報告書の提出という

ことになろうかなというふうに思いますが、な

るべく簡素化できる方法はないか、そこを考え

ていきたいというふうに思ってます。 

 清水保育園、はなぞの保育園の合築計画でご

ざいますが、合築構想はだれが考えたのかとい

うふうなことでございます。 

 保育計画で合築のことで出ているわけでござ

いますが、その段階で移管先の社会福祉協議会

で考えられたというふうに聞いております。 

 それから、合築は何がメリットかということ

でございます。 

 ３歳未満児ははなぞの保育園、３歳以上は清

水保育園と分かれていましたので、人によって

は両方の保育園にお子さんを預けておられる方

もおりまして、まことに不便であったというこ

とでございましたので、統合した保育園構想に

なったと聞いているところです。 

 また、このたびは両方の保育園が老朽化をし

ておりまして、一気に統合をして建設するとい

うことを考えられたというふうに思ってます。

さらに、施設統合することによりまして、調理

室、遊戯室など、すべてにわたって共通する施

設をまとめることができると思います。 

 また、職員数では削減が図られるなどの合理

性がありますし、効率的な運営が図れることが

できるものと思っております。 

 保育単価からいえば、合築した場合とそれぞ

れ単独の場合とどうなるのかということでござ

いますが、これはちょっと数字的なお話になっ

て恐縮でございますけども、比較として申し上

げておきたいと思います。例えばゼロ歳児をと
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りまして、120と90名と60名それぞれあるわけ

ですが、ゼロ歳児120名の場合、16万190円とい

うのが保育単価となってます。90名の場合は、

16万8,180円ということで単価になってます。

60名は17万9,640円というようなことで、小さ

い保育園ほど単価が上がっていくわけでござい

ます。保育単価は定員が小さいほど高く設定さ

れてまして、運営上有利というふうなことが言

えるのではないかというふうには思います。し

かし、建設費用では、１棟建てるよりも２棟建

てる方が高いわけでございますし、保育の人数

の効率化ということでは、大きな保育園の方が

効率的でございまして、どちらが有利かという

のは、保育単価だけでは語れないものと思って

おるところでございます。 

 定員数の変更はなぜかということでございま

す。 

 市長からもございましたが、現在の保育園の

合計が150名の定員でございまして、待機児童

対策として150名の児童を保育する施設と考え

ました。しかし、将来にわたる児童の減少が、

人口が減少していくことを勘案して経営を考え

た場合に、マックスで建設することは非効率と

考えたところです。120としたわけでございま

すが、そこで待機児童の対応ということでは、

清水保育園を受け皿とするようなことを考えて

ますし、また学校法人の30名規模の認定保育園

の整備の計画が出てまいりましたので、そちら

のことの調整をして、清水保育園の対応は学校

法人の保育園建設までの間と、そんなふうに考

えているところでございます。 

 なぜ２階建てなのかということでございます

が、今回、建設主体の社会福祉協議会が提示し

てきた計画が一部２階建てでございました。当

初は、２階部分に５歳児の保育室が計画されて

おりましたが、検討した結果、保育室はつくら

ないこととして、３月３日の理事会に出されま

した。２階部分は会議室などでございますが、

本設計に入っていない段階でございますので、

施設の設計ではいろんな検討がなされるものと

思っております。 

 この間、この経過を社会福祉協議会に聞いた

ところ、厚生常任委員会協議会で説明したもの

は社会福祉協議会で計画された図面でございま

す。その後、専門家に相談をしたところ、１階

部分に十分保育室を配置できるということであ

ったので、理事会では２階の保育室はつくらな

いということを説明したということでございま

した。市といたしましても、建設主体の社会福

祉協議会の説明ということで理解をしていった

というふうに思っております。 

 今まで敷地が決まらなかったので、構想が進

まなかったと思いますが、敷地が決まりました

から、今後、実施に向けた計画が進んでいくと

いうふうに思います。以上でございます。 

○町田義昭議長 10番、髙橋孝夫議員。 

○１０番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁をいただ

きました。ありがとうございました。 

 ちょっと時間が残ってないので、保育園の合

築の話はまたさせていただきたいと思います。

ちょっとやっぱり私、乱暴だと感じてるんです、

このやり方というのは。２階の話もそうでした

けれども、だったら今度は屋外遊戯場が狭くな

るんですよ。だから、そういうのを総体でどう

するのやという説明までしなければ、これって

なかなか納得できないと思うんですよ。社会福

祉協議会では、プールだってやっぱりちょっと

してくださいというお話もしたんだというお話

も聞いてます。そういうことだって、ならない

でしょう、現実的には。もっとやっぱり私は議

論をしていかなきゃならない問題だなというふ

うに思っておりますので、それは違う機会でさ

せていただきたいと思います。 

 敬老祝事業補助金です。これは結局、市長、

敬老会的な事業をした地区には、その地区にい

る76歳以上の分の掛ける1,000円はおあげをし
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ますと。しないところは、これ補助金だから、

支給しませんよと、交付しませんよというふう

になるんだと思うんです。だけど、これは以前

のやり方と違いますよね、明確に。やるところ

には交付をするけども、そうじゃないというそ

のやり方で本当にいいのかどうかという、私は

議論しなきゃいけないと思うんですよ。 

 その際には、私何で今回一緒にしたかという

と、祝い品の支給も私は一緒に考えて、何が一

番いいのか、地区にとってという検討をもう一

回しなきゃいけないのではないかというふうに

思ってるんです。祝い品500円分は今までどお

りやりますと。1,000円分は、だけど敬老会的

なことをしなければ交付しませんというのでは

なくて、旧来のように、月1,000円あるいはそ

の500円も足していいなら1,500円ということで、

それもそれぞれの地区に交付をして、それぞれ

使っていただくと。それは、先ほど言われまし

た敬老会に支出するところもあるし、例えば商

品券、私のところはそうですけどもね、1,000

円いただいていて、地区からも1,000円を出し

て、それで2,000円の商品券を該当者にお渡し

をするということをやっています。 

 これは何でかというと、敬老会するから来て

くださいと言ったって、来れない人がもうふえ

てるんです。施設に入ってる人とか、やっぱり

体が動かないとかいう人もいるので、そういう

対応してるんです。それにもやっぱり該当でき

るわけで、もう少しこれは私は検討してほしい

なというふうに思うんです。執行までにはまだ

あるので、どういうふうにすれば一番いいのか

というのは、私は内部でぜひいろんな地区長会

の皆さんなどともお話をしていただいて、検討

していただきたいと思うんですが、そこだけお

聞きをしたいと思います。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 議員ご指摘のとおりの部分はあ

ります。ただ、去年、相談をしたときに、地区

長会に、委託事業はやめてほしいというのが、

すべての地区での要望でした。というのは、地

区で負担をしながら、その部分上乗せしないと

なかなかできない。それは今までの敬老会事業

のようなものを想定しておりました。今回は、

むしろ地区長さん側から、やってるところだけ

でいいから支援してほしいということでありま

すので、確かにまだ９月でありますので、予算

はおかげさまで全員分は出させていただいてま

すので、その期間いろいろ詰めながら、執行に

当たってはいろいろできる余地もあるんではな

いかと思いますので、ぜひ検討しながら、いい

方法で執行させていただければというふうに思

ってます。以上です。 

○町田義昭議長 10番、髙橋孝夫議員。 

○１０番 髙橋孝夫議員 終わります。ありがと

うございました。 

○町田義昭議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○町田義昭議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○町田義昭議長 順位７番、議席番号４番、大道

寺 信議員。 

  （４番大道寺 信議員登壇） 

○４番 大道寺 信議員 本定例会に当たり、通

告してあります１点について質問をいたします。 


